
会社 法

第 2章  社 債 管理 者

(社 債 管 理 者 の 設 置 )

第 七 百 二 条  会 社 は 、社 債 を発 行 す る場 合 に は 、社 債 管 理者 を定 め 、社 債 権

者 の た め に 、 弁 済 の 受領 、債 権 の保 全 そ の 他 の 社 債 の 管理 を行 う こ と を委

託 しな けれ ば な らな い 。 た だ し、各 社 債 の 金 額 が 一 億 円 以上 で あ る場 合 そ

の 他 社 債 権 者 の 保 護 に 欠 ける お それ が な い も の と して 法務 省 令 で 定 め る場

合 は 、 この 限 りで な い 。

(社 債 管 理 者 の 資 格 )

第 七 百 三 条  社 債 管 理 者 は 、次 に掲 げ る者 で な けれ ば な らな い。

一  銀 行

二  信 託 会 社

三  前 二 号 に掲 げ る もの の ほ か 、 これ らに 準 ず る もの と して法 務 省 令 で 定

め る者

(社 債 管 理 者 の 義 務 )

第 七 百 四 条  社 債 管 理 者 は 、社 債 権 者 の た め に 、 公 平 か つ誠 実 に社 債 の 管 理

を行 わ な けれ ば な らな い。

2 社 債 管 理 者 は 、社 債 権 者 に対 し、善 良 な 管 理 者 の 注意 を も って社 債 の 管

理 を行 わ な けれ ば な らな い。

(社 債 管 理 者 の 権 限 等 )

第七 百 五 条  社 債 管 理 者 は 、社 債 権 者 の た め に社 債 に係 る債 権 の弁 済 を受 け 、

又 は社 債 に 係 る債 権 の 実 現 を保 全 す るた め に 必 要 な一 切 の 裁判 上 又 は 裁 判

タトの 行 為 をす る権 限 を有 す る。

2 社 債 管 理 者 が前 項 の 弁 済 を受 けた 場 合 に は 、社 債 権 者 は 、その社 債 管 理

者 に 対 し、社 債 の 償 還 額 及 び利 息 の 支 払 を請 求 す る こ とが で き る。 この 場

合 に お い て 、社 債 券 を発 行 す る 旨の 定 め が あ る ときは 、社 債 権 者 は 、社 債

券 と弓1換 え に 当該 償 還 額 の支 払 を、 利 札 と弓1換 え に 当該 利 息 の支 払 を請 求

しな けれ ば な らな い。

3 前 項 前 段 の 規 定 に よ る請 求 権 は 、十 年 間 行 使 しな い とき は 、時 効 に よ つ

て 消 減す る。

4 社 債 管 理 者 は 、 そ の 管理 の 委 託 を受 けた 社 債 に つ き第一 項 の行 為 をす る

た め に必 要 が あ る とき は 、裁 判 所 の 許 可 を得 て 、社 債 発 行 会社 の 業 務 及 び



財 産 の 状 況 を調 査 す る こ とが で き る。

第 七 百 六 条  社 債 管 理 者 は 、社 債 権 者 集 会 の 決 議 に よ らな けれ ば 、次 に掲 げ

る行 為 を して は な らな い 。 た だ し、 第 二 号 に掲 げ る行 為 に つ い て は 、 第 六

百 七 十 六 条 第 八 号 に掲 げ る事 項 に つ い て の 定 め が あ る と き は 、 この 限 りで

な い 。

一  当該 社 債 の 全 部 に つ い て す るそ の 支 払 の 猶 予 、 そ の 債 務 の 不 履 行 に よ

って 生 じた責 任 の 免 除 又 は 和 解 (次 号 に掲 げ る行 為 を除 く。)

三  当該 社 債 の 全 部 に つ い て す る訴 訟 行 為 又 は破 産 手 続 、 再 生 手続 、更 生

手 続 若 し くは 特 別 清 算 に 関 す る手 続 に属 す る行 為 (前 条 第 一 項 の 行 為 を

除 く。)

2 社 債 管 理者 は 、前 項 た だ し書 の規 定 に よ り社 債 権 者 集 会 の 決 議 に よ らず

に 同 項 第 二号 に掲 げ る行 為 を した と き は 、遅 滞 な く、 そ の 旨 を公 告 し、 か

つ 、 知 れ て い る社 債 権 者 に は 、各 別 に これ を通 知 しな けれ ば な らな い 。

3 前 項 の 規 定 に よ る公告 は 、 社 債 発 行 会 社 に お け る公 告 の 方 法 に よ り しな

けれ ば な らな い 。た だ し、そ の 方 法 が 電 子 公 告 で あ る ときは 、そ の 公 告 は 、

官 報 に 掲 載 す る方 法 で しな けれ ば な らな い。

4 社 債 管 理者 は 、 そ の 管 理 の 委 託 を受 けた 社債 に つ き第 一 項 各 号 に掲 げ る

行 為 をす るた め に 必 要 が あ る と きは 、裁 判 所 の 許 可 を得 て 、 社 債 発 行 会 社

の 業 務 及 び財 産 の 状 況 を調 査 す る こ とが で きる。

(特 別 代 理 人の 選 任 )

第 七 百 七 条  社 債 権 者 と社 債 管 理 者 との 利 益 が相 反 す る場 合 に お い て 、社 債

権 者 の た め に裁 判 上 又 は裁 判 外 の行 為 をす る必 要 が あ る と き は 、裁 判 所 は 、

社 債 権 者 集会 の 申立 て に よ り、特 別 代 理 人 を選 任 しな けれ ば な らな い 。

(社 債 管 理 者 等 の 行 為 の 方 式 )

第 七 百 八 条  社 債 管 理 者 又 は前 条 の 特 別 代 理 人 が社 債 権 者 の た め に裁 判 上 又

は裁 判 外 の行 為 をす る と き は 、個 別 の社 債 権 者 を表 示 す る こ と を要 しな い。

(二 以 上 の社債 管 理 者 が あ る場 合 の 特 則 )

第 七 百 九 条  二 以 上 の社 債 管理 者 が あ る と きは 、 これ らの 者 が 共 同 して そ の

権 限 に属 す る行 為 を しな けれ ば な らな い。

2 前 項 に規 定 す る場 合 に お い て 、社 債 管 理 者 が 第 七 百 五 条 第 一 項 の 弁 済 を

受 け た と きは 、社 債 管理 者 は 、社 債 権 者 に対 し、連 帯 して 、 当該 弁 済 の 額

を支 払 う義務 を負 う。



(社 債 管 理者 の 責 任 )

第 七 百 十 条  社 債 管理 者 は 、 この 法 律 又 は社債 権 者 集 会 の 決 議 に違 反す る行

為 を した と きは 、社 債 権 者 に対 し、連 帯 して 、 これ に よ つて 生 じた損 害 を

賠 償 す る責 任 を負 う。

2 社 債 管理 者 は 、社 債 発 行 会 社 が社 債 の償 還 若 し くは 利 息 の 支 払 を怠 り、

若 し くは社 債 発 行 会 社 に つ い て 支 払 の 停 止 が あ った 後 又 は そ の前 三 箇 月 以

内 に 、次 に掲 げ る行 為 を した と き は 、社 債 権 者 に対 し、損 害 を賠 償 す る責

任 を 負 う。 た だ し、 当該 社 債 管 理 者 が 誠 実 にす べ き社 債 の 管 理 を怠 らな か

つた こ と又 は 当該 損 害 が 当該 行 為 に よ つて生 じた もの で な い こ とを証 明 し

た と き は 、 この 限 りで な い。

一  当該社 債 管理 者 の 債 権 に係 る債 務 に つ いて社 債 発 行 会 社 か ら担 保 の供

与 又 は債 務 の 消 滅 に関 す る行 為 を受 け る こ と。

三  当該 社 債 管 理 者 と法 務 省 令 で 定 め る特 別 の 関係 が あ る者 に対 して 当該

社 債 管理 者 の債 権 を譲 り渡 す こ と (当 該 特 別 の 関 係 が あ る者 が 当該 債 権

に 係 る債 務 につ い て社 債 発 行 会 社 か ら担 保 の 供 与 又 は債 務 の 消 滅 に関 す

る 行 為 を受 けた 場 合 に 限 る 。)。

三  当該社 債 管理 者 が 社 債 発 行 会 社 に 対 す る債 権 を有 す る場 合 に お いて 、

契 約 に よ って 負 担 す る債 務 を専 ら
‐
当該 債 権 を も つてす る相 殺 に供 す る 目

的 で社 債 発 行 会 社 の 財 産 の 処 分 を内 容 とす る契約 を社 債 発 行 会 社 との 間

で 締 結 し、 又 は社 債 発 行 会 社 に対 して債 務 を負担 す る者 の 債 務 を引 き受

け る こ と を内容 とす る契 約 を締 結 し、 か つ 、 これ に よ り社 債 発 行 会 社 に

対 し負担 した債 務 と当該 債 権 とを相 殺 す る こ と。

四  当該社 債 管理 者 が 社 債 発 行 会 社 に対 して債 務 を負 担 す る場 合 に お いて 、

社 債 発行 会 社 に対 す る債 権 を譲 り受 け 、か つ 、 当該 債 務 と当該 債 権 とを

相 殺 す る こ と。

(社 債 管 理者 の 辞 任 )

第 七 百 十 一 条  社 債 管 理 者 は 、社 債 発 行 会 社 及 び社 債 権 者 集 会 の 同意 を得 て

辞 任 す る こ とが で き る。この 場 合 に お い て 、他 に社債 管 理 者 が な い ときは 、

当 該 社 債 管理 者 は 、 あ らか じめ 、事 務 を承継 す る社 債 管 理 者 を定 め な けれ

ば な らな い。

2 前 項 の規 定 にか か わ らず 、社 債 管 理 者 は 、第 七 百 二 条 の 規 定 に よ る委 託

に 係 る契約 に 定 め た事 由が あ る と き は 、辞 任 す る こ とが で き る 。 た だ し、

当該 契約 に事 務 を承継 す る社 債 管理 者 に 関す る定 め が な い とき は 、 この 限

りで な い。



3 第 一 項 の 規 定 に か か わ らず 、社 債 管理 者 は 、 や む を得 な い事 由が あ る と

きは 、裁 判 所 の 許 可 を得 て、辞 任 す る こ とが で き る。

(社 債 管 理 者 が 辞 任 した場 合 の責 任 )

第 七 百 十 二 条  第 七 百 十 条 第 二 項 の 規 定 は 、 社 債 発 行 会社 が社 債 の償 還 若 し

くは 利 息 の 支 払 を怠 り、若 し くは社 債 発 行 会 社 につ いて支 払 の 停 止 が あ っ

た 後 又 は そ の 前 三 箇 月 以 内 に前 条 第 二 項 の 規 定 に よ り辞 任 した 社 債 管 理 者

に つ い て準 用 す る 。

(社 債 管 理 者 の 解 任 )

第 七 百 十 三 条  裁 判 所 は 、社 債 管 理 者 が そ の 義 務 に違 反 した と き 、 そ の 事 務

処 理 に 不 適 任 で あ る と きそ の他 正 当 な理 由 が あ る ときは 、社 債 発 行 会 社 又

は社 債 権 者 集 会 の 申立 て に よ り、当該 社 債 管 理 者 を解 任 す る こ とが で き る 。

(社 債 管 理 者 の 事 務 の 承 継 )

第 七 百 十 四 条  社 債 管 理 者 が 次 の いず れ か に 該 当す る こ と とな った 場 合 に お

い て 、 他 に社 債 管 理 者 が な い と き は 、社 債 発 行 会社 は 、事 務 を承 継 す る社

債 管 理 者 を定 め 、社 債 権 者 の た め に 、社 債 の 管理 を行 うこ と を委 託 しな け

れ ば な らな い 。 この 場 合 に お い て は 、社 債 発 行 会社 は 、社 債 権 者 集 会 の 同

意 を得 るた め 、遅 滞 な く、 これ を招 集 し、 か つ 、 そ の 同意 を得 る こ とが で

き な か つた と き は 、 そ の 同意 に 代 わ る裁 判 所 の 許 可 の 申立 て を しな けれ ば

な らな い 。

一  第 七 百 三 条 各 号 に掲 げ る者 で な くな つた とき。

二  第 七 百 十 一 条 第 二 項 の規 定 に よ り辞 任 した とき。

三  前 条 の 規 定 に よ り解 任 され た と き。

四 解 散 した と き。

2 社 債 発 行 会 社 は 、前 項 前 段 に規 定 す る場 合 に お いて 、 同項 各 号 の いず れ

か に該 当す る こ と とな つた 日後 二 箇 月 以 内 に 、 同項 後 段 の規 定 に よ る招 集

をせ ず 、 又 は 同 項 後 段 の 申立 て を しな か つ た ときは 、 当該社 債 の 総 額 に つ

い て期 限 の 利 益 を喪 失 す る。

3 第 一 項 前 段 に規 定 す る場 合 に お い て 、 や む を得 な い事 由が あ る とき は 、

利 害 関 係 人 は 、裁 判 所 に対 し、 事 務 を承 継 す る社 債 管理者 の 選 任 の 申立 て

をす る こ とが で き る 。

4 社 債 発 行 会 社 は 、 第 一 項 前 段 の 規 定 に よ り事 務 を承継 す る社 債 管 理 者 を

定 め た 場 合 (社 債 権 者 集 会 の 同意 を得 た 場 合 を除 く。)又 は前 項 の 規 定 に よ

る事 務 を承 継 す る社 債 管理者 の 選 任 が あ った 場 合 に は 、遅 滞 な く、 そ の 旨



を公告 し、かつ、知れ ている社債権者 には、各別 に これ を通知 しな けれ ば

な らな い。




